
国保連合会が取り扱う苦情処理の主な流れ 

 
 

要介護者・ 
要支援者 

１．申し立て 
原則書面で本人 
から申し立て 

国保連合会

２．受付
苦情内容の受付 ３．内容審査 

調査の必要性を判定 

受付窓口 

事業者 ４．調査

事業者の調査

６．指導
事業者の指導

７．通知
申立人への調査

結果、処理の通知

事務局 

介護サービス 
苦情処理委員会 

５．改善指示 
改善すべき事項の掲示 

処理結果 

調査 

指導 

申立内容

調査指示

調査結果

改善指導
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